
 

議案第６０号 

 

北名古屋市議会の議員の期末手当の特例に関する条例の一部改正に

ついて 

 

北名古屋市議会の議員の期末手当の特例に関する条例（令和３年北名古

屋市条例第２１号）の一部を別紙のとおり改正するものとする。  

 

令和４年５月３０日提出 

 

提 出 者  北名古屋市議会議員  永 津 正 和 
 

               同 上     まみや 文 枝 
 

               同 上     上 野 雅 美 
 

               同 上     渡 邉 麻衣子 
 

               同 上     小 村 貴 司 
 

     賛 成 者  北名古屋市議会議員  熊 澤 真 澄 
 

               同 上     清 水 晃 治 
 

               同 上     さいとう 裕美 
 

               同 上     伊 藤 大 輔 
 

               同 上     川 渕 康 宏 
 

               同 上     ひろた 幸 治 
 

               同 上     阿 部 武 史 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、現下の厳しい市の財政状況に鑑み、議長、副議

長及び議員の期末手当を令和３年度に引き続き減額するため、本条例の一

部を改める必要があるからである。 



北名古屋市議会の議員の期末手当の特例に関する条例の一部を改正  

する条例 

 

北名古屋市議会の議員の期末手当の特例に関する条例（令和３年北名古

屋市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

本則中「令和３年６月及び１２月」を「令和４年６月及び１２月」に改

める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 


